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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月10日(2014.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費者に、インセンティブと引き換えに、今後の需要応答事象の間、特定の種類の電力
消費装置を稼働させないように要請するように構成された電子インターフェイスであって
、
　　前記電力消費装置の前記特定の種類は、前記需要応答事象の間、外部エンティティで
はなく前記消費者によって稼働を止める、
　前記電子インターフェイスと、
　消費者の敷地にあって期間中に消費者によって稼働される全ての電力消費装置による経
時的な総電力消費量を表す電力使用プロファイルを取得するように構成された電力サンプ
リング回路であって、
　　前記期間は、消費者が前記特定の種類の電力消費装置を前記需要応答事象の間稼働さ
せないことを合意した、前記需要応答事象を少なくとも含み、かつ、前記需要応答事象の
終了時にほぼ終了する、
　前記電力サンプリング回路と、
　前記特定の種類の電力消費装置の明確な状況を外部エンティティに提供せずに前記電力
使用プロファイルを提供し、前記外部エンティティが、消費者が前記特定の種類の電力消
費装置を前記需要応答事象の間稼働しない合意に従っているか否かを判定できるようにす
る、通信回路と、
を備え、
　前記電力使用プロファイルは、前記期間中の特定の時点における消費者による電力消費
を表す、
ユーティリティメータシステム。
【請求項２】
　前記電力使用プロファイルが、消費者プライバシーを守るために、５秒又はそれ以上長
い期間毎の前記消費者による電力消費を表す、請求項１に記載のユーティリティメータシ
ステム。
【請求項３】
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　前記電力使用プロファイルが二次元ベクトルを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記電力使用プロファイルが、時間に対する電力消費の生データ値を含む、請求項１に
記載のシステム。
【請求項５】
　前記電力使用プロファイルが、実際の電力消費と無効電力消費とを表す、請求項１に記
載のシステム。
【請求項６】
　前記外部エンティティが、公共事業者である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記通信回路が、前記公共事業者から、前記特定の種類の電力消費装置を前記需要応答
事象の間稼働しない前記要請を受け取る、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記インターフェイスは、前記要請に対するユーザの合意または不同意の表示を受け取
り、
　前記通信回路は、前記要請の前記合意または不同意の前記表示を、前記外部エンティテ
ィに伝える、
請求項１に記載のシステム。
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